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１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】
   平成28年4月28日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

社債券 アメリカ 4,933,130,145 53.02

 イギリス 2,896,938,844 31.14

 アイルランド 875,072,189 9.41

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 599,101,933 6.43

 純資産総額  9,304,243,111 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成26年 9月22日）

21,630,669,600
21,630,669,600

（分配付）
（分配落）

10,677
10,677

（分配付）
（分配落）

第2計算期間末日
（平成27年 9月24日）

11,604,507,152
11,604,507,152

（分配付）
（分配落）

10,781
10,781

（分配付）
（分配落）

平成27年 4月末日 14,701,628,830  10,820 

5月末日 14,097,296,299  10,821 

6月末日 13,332,231,879  10,757 

7月末日 12,520,831,521  10,782 

8月末日 12,050,880,688  10,771 

9月末日 11,519,459,648  10,768 

10月末日 11,204,338,850  10,800 

11月末日 10,842,613,229  10,828 

12月末日 10,495,023,249  10,822 

平成28年 1月末日 10,202,299,730  10,791 

2月末日 9,848,952,388  10,715 

3月末日 9,580,173,495  10,797 

4月末日 9,304,243,111  10,797 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 0円

第2計算期間 0円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 6.77

第2計算期間 0.97

第2計算期間末日から
平成28年4月末日までの期間

0.14

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成28年4月末日までの期間については平成
28年4月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落
の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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２【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 30,065,934,685 9,806,629,566 20,259,305,119

第2計算期間 ― 9,495,510,805 10,763,794,314

第3計算期期首から
平成28年4月28日までの期間

― 2,146,190,904 8,617,603,410
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３【ファンドの経理状況】

 

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

27年9月25日から平成28年3月24日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人によ

り中間監査を受けております。
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三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09（円ヘッジ）（限定追加型）

（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）

第 2 期

［ 平成27年9月24日現在 ］

第 3 期中間計算期間末

［ 平成28年3月24日現在 ］

資産の部

流動資産

預金 33,467,630 238,574,550

金銭信託 － 416,827,226

コール・ローン 729,397,608 29,725,449

社債券 10,781,395,522 8,880,358,612

派生商品評価勘定 50,212,064 82,548,888

未収利息 238,883,231 226,206,328

前払費用 5,184,261 2,702,499

その他未収収益 － 17,824,513

流動資産合計 11,838,540,316 9,894,768,065

資産合計 11,838,540,316 9,894,768,065

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 － 2,103,237

未払金 － 116,153,468

未払解約金 124,212,601 32,425,043

未払受託者報酬 2,981,022 2,279,399

未払委託者報酬 106,571,308 81,488,357

その他未払費用 268,233 205,084

流動負債合計 234,033,164 234,654,588

負債合計 234,033,164 234,654,588

純資産の部

元本等

元本 ※1 10,763,794,314 ※1 8,936,723,337

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 840,712,838 723,390,140

（分配準備積立金） 1,211,414,791 1,016,735,045

元本等合計 11,604,507,152 9,660,113,477

純資産合計 11,604,507,152 9,660,113,477

負債純資産合計 11,838,540,316 9,894,768,065
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第 2 期中間計算期間

自 平成26年 9月23日

至 平成27年 3月22日

第 3 期中間計算期間

自 平成27年 9月25日

至 平成28年 3月24日

営業収益

受取利息 483,916,012 266,281,270

有価証券売買等損益 △189,987,008 △157,061,176

為替差損益 △22,803,903 △29,041,700

その他収益 26,069,069 17,824,513

営業収益合計 297,194,170 98,002,907

営業費用

受託者報酬 4,067,189 2,279,399

委託者報酬 ※1 145,401,956 ※1 81,488,357

その他費用 2,814,915 1,119,485

営業費用合計 152,284,060 84,887,241

営業利益又は営業損失（△） 144,910,110 13,115,666

経常利益又は経常損失（△） 144,910,110 13,115,666

中間純利益又は中間純損失（△） 144,910,110 13,115,666

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

3,238,612 △1,317,321

期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,371,364,481 840,712,838

剰余金減少額又は欠損金増加額 347,519,743 131,755,685

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

347,519,743 131,755,685

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,165,516,236 723,390,140
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する

理論価格で評価しております。

２ デリバティブ等の評価基準及び評価

方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理し

ております。

  ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年9月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算

期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成27年9月25日から平成28

年3月24日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 2 期

［ 平成27年9月24日現在 ］

第 3 期中間計算期間末

［ 平成28年3月24日現在 ］

    
※１期首元本額 20,259,305,119円 10,763,794,314円

 期中追加設定元本額 ― ―

 期中一部解約元本額

 

9,495,510,805円 1,827,070,977円

２ 受益権の総数

 

10,763,794,314口 8,936,723,337口

３ １口当たり純資産額 1.0781円 1.0809円

 （１万口当たり純資産額） （10,781円） （10,809円）
    
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 2 期中間計算期間（自 平成26年9月23日　至 平成27年3月22日）

※１ 運用に係る権限を委託するための費用

　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年

10,000分の40以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

 

第 3 期中間計算期間（自 平成27年9月25日　至 平成28年3月24日）

※１ 運用に係る権限を委託するための費用

　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年

10,000分の40以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 2 期

［ 平成27年9月24日現在 ］

第 3 期中間計算期間末

［ 平成28年3月24日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す

る注記）に記載しております。

同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

  第 2 期［ 平成27年9月24日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

  売建     

 　アメリカドル 3,801,322,000 ― 3,796,108,000 5,214,000

 　イギリスポンド 3,304,503,941 ― 3,277,269,100 27,234,841

 　ユーロ 3,923,317,723 ― 3,905,554,500 17,763,223

 　合　　計 11,029,143,664 ― 10,978,931,600 50,212,064
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  第 3 期中間計算期間末［ 平成28年3月24日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

  売建     

 　アメリカドル 4,281,110,901 ― 4,253,571,000 27,539,901

 　イギリスポンド 2,735,075,360 ― 2,683,743,600 51,331,760

 　ユーロ 2,176,183,990 ― 2,174,610,000 1,573,990

 　合　　計 9,192,370,251 ― 9,111,924,600 80,445,651

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為

替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧いただ

けます。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 
５【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

 
（１）【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。

 

（２）【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 
（３）【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のとお

りです。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成28年５月６日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09（円ヘッジ）（限定追加型）の平成27年９月25日

から平成28年３月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並

びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09（円ヘッジ）（限定追加型）の平成28年３月24日現在の

信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年９月25日から平成28年３月24日まで）の損益の状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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